
１．平成１９年度香芝市一般会計予算

（総則）

第１条 平成１９年度香芝市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，９３０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、 ｢第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、 ｢第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，

０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができるのは、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。) に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (単位 千円)
款 項 金 額 款 項 金 額

1. 市 税 ８，９４０，２９０ 2. 手 数 料 ２９，２１７
1. 市 民 税 ４，９９７，０００ 3. 証 紙 収 入 ２４，４００
2. 固 定 資 産 税 ３，５４６，０９０ 13. 国 庫 支 出 金 １，６４７，２７１
3. 軽 自 動 車 税 ８４，２００ 1. 国 庫 負 担 金 ８６３，８２７
4. 市 た ば こ 税 ３１３，０００ 2. 国 庫 補 助 金 ７６５，０１４

2. 地 方 譲 与 税 １８５，２００ 3. 委 託 金 １８，４３０
1. 自 動車重 量譲 与税 １３７，０００ 14. 県 支 出 金 ９６２，２１０
2. 地 方 道 路 譲 与 税 ４８，２００ 1. 県 負 担 金 ５２８，９２９

3. 利 子 割 交 付 金 ６０，６００ 2. 県 補 助 金 ２３０，８３４
1. 利 子 割 交 付 金 ６０，６００ 3. 委 託 金 ２０２，４４７

4. 配 当 割 交 付 金 ６６，０００ 15. 財 産 収 入 ３２６，９４１
1. 配 当 割 交 付 金 ６６，０００ 1. 財 産 運 用 収 入 ６，６４１

5. 株 式 等 譲 渡 所 ８０，５００ 2. 財 産 売 払 収 入 ３２０，３００
得 割 交 付 金 1. 株 式 等 譲 渡 所 ８０，５００ 16. 寄 附 金 １，０００

得 割 交 付 金 1. 寄 附 金 １，０００
6. 地 方消費 税交 付金 ４１９，８００ 17. 繰 入 金 ３１２，５４７

1. 地 方消費 税交 付金 ４１９，８００ 1. 基 金 繰 入 金 １５１，７００
7. 自動車取得税交付金 １１０，０００ 2. 他 会 計 繰 入 金 １６０，８４７

1. 自動車取得税交付金 １１０，０００ 18. 繰 越 金 ５０，０００
8. 地 方 特 例 交 付 金 １０９，９００ 1. 繰 越 金 ５０，０００

1. 地 方 特 例 交 付 金 ４３，３００ 19. 諸 収 入 ４３５，３８３
2. 特 別 交 付 金 ６６，６００ 1. 延 滞 金 、 加 算 １，５００

9. 地 方 交 付 税 ３，５８８，０００ 金 及 び 過 料
1. 地 方 交 付 税 ３，５８８，０００ 2. 市 預 金 利 子 ７００

10. 交 通 安 全 対 策 １１，０００ 3. 貸 付 金 元 利 収 入 ３，０００
特 別 交 付 金 1. 交 通 安 全 対 策 １１，０００ 4. 受 託 事 業 収 入 ２３，７１６

特 別 交 付 金 5. 雑 入 ４０６，４６７
11. 分 担金及 び負 担金 ３９９，２０６ 20. 市 債 １，８９７，４００

1. 負 担 金 ３９９，２０６ 1. 市 債 １，８９７，４００
12. 使 用料及 び手 数料 ３２６，７５２

1. 使 用 料 ２７３，１３５ 歳      入      合      計 １９，９３０，０００



(歳   出) (単位 千円) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 議 会 費 ２６６，５７３ 6. 土 木 費 ３，４６４，２５６

1. 議 会 費 ２５４，５７３ 1. 土 木 管 理 費 ７６，９０８

2. 研 究 研 修 費 １２，０００ 2. 道 路 橋 梁 費 ４８２，９６０

2. 総 務 費 ２，４０３，８５４ 3. 河 川 費 ６３，５５２

1. 総 務 管 理 費 １，８１８，８０４ 4. 都 市 計 画 費 ２，８１７，５４０

2. 徴 税 費 ３０６，２５０ 5. 住 宅 費 ２３，２９６

3. 戸籍住民基本台帳費 １４３，１６７ 7. 消 防 費 ７９８，６５３

4. 人 権 啓 発 費 １０，７０５ 1. 消 防 費 ７９８，６５３

5. 選 挙 費 ９２，６３１ 8. 教 育 費 ２，３１９，３１６

6. 統 計 調 査 費 １３，２２０ 1. 教 育 総 務 費 １９９，５６３

7. 監 査 委 員 費 １９，０７７ 2. 小 学 校 費 ５０５，９１８

3. 民 生 費 ５，０１４，５４７ 3. 中 学 校 費 ２５６，７３６

1. 社 会 福 祉 費 ２，３２２，８０１ 4. 幼 稚 園 費 ３８７，３５３

2. 児 童 福 祉 費 ２，４４１，００４ 5. 社 会 教 育 費 ４０７，５０５

3. 生 活 保 護 費 ２５０，７４２ 6. 保 健 体 育 費 ５６２，２４１

4. 衛 生 費 １，７５５，６３６ 9. 公 債 費 ３，６１７，０２０

1. 保 健 衛 生 費 ３６１，９０６ 1. 公 債 費 ３，６１７，０２０

2. 清 掃 費 １，３９３，７３０ 10. 諸 支 出 金 ３，０００

5. 農 林 商 工 費 ２３７，１４５ 1. 諸 費 ３，０００

1. 農 業 費 １８０，３４１ 11. 予 備 費 ５０，０００

2. 林 業 費 ３０ 1. 予 備 費 ５０，０００

3. 商 工 費 ５６，７７４ 歳      出      合      計 １９，９３０，０００



第 ２ 表

（単位  千円）

第 ３ 表

（単位  千円）

起 債 の 目 的 起債の方法

大 阪 湾 広 域 臨 海 普通貸借   ５．０％以内（ただし、利率   政府資金についてはその融資条件により、

環 境 整 備 事 業 又    は 見直し方式で借り入れる政府資 銀行その他の場合にはその債権者と協定する

清掃運搬施設整備事業 証券発行 金及び公営企業金融公庫資金に ものとする。ただし、市財政の都合により据

臨 時 地 方 道 整 備 事 業 ついて、利率の見直しを行った 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還

臨 時 河 川 等 整 備 事 業 後においては、当該見直し後の 若しくは低利に借換えすることができる。

街 路 整 備 事 業 利率）

地方特定道路整備事業

ま ち づ く り 事 業

公 園 緑 地 整 備 事 業

志 都 美 小 学 校

大 規 模 改 造 事 業

尼 寺 廃 寺 跡 整 備 事 業

１０８,０００ 

７,３００ 

債 務 負 担 行 為

平成１９年度から返済期日まで

利 率

限 度 額

平成１９年度から５年以内

９,０００,０００  

償 還 の 方 法

  香芝市土地開発公社が、平成１９年度において取得又は補償する
用地等の事業資金５００，０００千円及びこれに対する利子相当額

地 方 債

限 度 額

事 項

香芝市土地開発公社が先行取得する
公 共 用 地 取 得 事 業

香芝市土地開発公社に対する債務保証

期 間

１９,１００ 

７３,３００ 

２９４,８００ 

３５２,７００ 

５,５００ 

３６,０００ 

１２,５００ 

３４９,９００ 



起 債 の 目 的 起債の方法

臨 時 財 政 対 策

合 計

利 率 償 還 の 方 法

１,８９７,４００ 

６３８,３００ 

限 度 額



２．平成１９年度香芝市国民健康保険特別会計予算

（総則）

第１条 平成１９年度香芝市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，０８８，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができるのは、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用とする。



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 国 民 健 康 保 険 料 １，９７２，４００ 1. 総 務 費 １３１，２７８

1. 国 民 健 康 保 険 料 １，９７２，４００ 1. 総 務 管 理 費 １０８，８９３

2. 国 庫 支 出 金 １，６１８，５５５ 2. 徴 収 費 ２１，９２５

1. 国 庫 負 担 金 １，１５６，９９２ 3. 運 営 協 議 会 費 ４６０

2. 国 庫 補 助 金 ４６１，５６３ 2. 保 険 給 付 費 ３，８５７，５２０

3. 療 養給付 費交 付金 １，２４９，１９０ 1. 療 養 諸 費 ３，４９５，０００

1. 療 養給付 費交 付金 １，２４９，１９０ 2. 高 額 療 養 費 ３００，０００

4. 県 支 出 金 ２６９，９８４ 3. 移 送 費 ２０

1. 県 負 担 金 ２７，４０７ 4. 出 産 育 児 諸 費 ４５，５００

2. 県 補 助 金 ２４２，５７７ 5. 葬 祭 諸 費 １７，０００

5. 共 同 事 業 交 付 金 ５６７，９４１ 3. 老 人 保 健 拠 出 金 １，１３５，５００

1. 共 同 事 業 交 付 金 ５６７，９４１ 1. 老 人 保 健 拠 出 金 １，１３５，５００

6. 繰 入 金 ４０３，６００ 4. 介 護 納 付 金 ３３５，５００

1. 他 会 計 繰 入 金 ４０３，６００ 1. 介 護 納 付 金 ３３５，５００

7. 諸 収 入 ６，３３０ 5. 共 同 事 業 拠 出 金 ５６７，９４６

1. 雑 入 ６，３３０ 1. 共 同 事 業 拠 出 金 ５６７，９４６

6. 保 健 事 業 費 ５１，１５６

1. 保 健 事 業 費 ５１，１５６

7. 諸 支 出 金 ６，１００

1. 償 還 金 利 子 及 ６，１００

び 還 付 加 算 金

8. 予 備 費 ３，０００

1. 予 備 費 ３，０００

歳      入      合      計 ６，０８８，０００ 歳      出      合      計 ６，０８８，０００



３．平成１９年度香芝市老人保健特別会計予算

（総則）

第１条 平成１９年度香芝市老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，２７４，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、３０，０００千円と定める。



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 交 付 金 ２，２８１，６９８ 1. 総 務 費 ２６，６５０

1. 支 払 基 金 交 付 金 ２，２８１，６９８ 1. 総 務 管 理 費 ２６，６５０

2. 国 庫 支 出 金 １，３１１，３５２ 2. 医 療 諸 費 ４，２４６，４００

1. 国 庫 負 担 金 １，３１１，３５２ 1. 医 療 諸 費 ４，２４６，４００

3. 県 支 出 金 ３２７，４５０ 3. 諸 支 出 金 ４５０

1. 県 負 担 金 ３２７，４５０ 1. 諸 費 ４５０

4. 繰 入 金 ３５０，３００ 4. 予 備 費 ５００

1. 他 会 計 繰 入 金 ３５０，３００ 1. 予 備 費 ５００

5. 繰 越 金 １，０００

1. 繰 越 金 １，０００

6. 諸 収 入 ２，２００

1. 雑 入 ２，２００

歳      入      合      計 ４，２７４，０００ 歳      出      合      計 ４，２７４，０００



４．平成１９年度香芝市介護保険特別会計予算

（総則）

第１条 平成１９年度香芝市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，６３８，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 介 護 保 険 料 ５７７，５００ 1. 総 務 費 １３１，５８２

1. 介 護 保 険 料 ５７７，５００ 1. 総 務 管 理 費 １０２，４９４

2. 使 用料及 び手 数料 ７０ 2. 徴 収 費 ２，６４０

1. 手 数 料 ７０ 3. 介 護認定 審査 会費 ２６，４４８

3. 国 庫 支 出 金 ４９９，１７０ 2. 保 険 給 付 費 ２，４２３，０００

1. 国 庫 負 担 金 ４３５，６５０ 1. 介護サ－ビス等諸費 ２，４２３，０００

2. 国 庫 補 助 金 ６３，５２０ 3. 財政安定化基金拠出金 ２，３２３

4. 支 払 基 金 交 付 金 ７５４，３３１ 1. 財政安定化基金拠出金 ２，３２３

1. 支 払 基 金 交 付 金 ７５４，３３１ 4. 地 域 支 援 事 業 費 ３５，８９３

5. 県 支 出 金 ３６０，９３０ 1. 地 域 支 援 事 業 費 ３５，８９３

1. 県 負 担 金 ３５１，８２５ 5. 介護サービス事業費 １４，３６８

2. 県 補 助 金 ９，１０５ 1. 居宅サービス事業費 １４，３６８

6. 財 産 収 入 ２９ 6. 基 金 積 立 金 ２８，５３４

1. 財 産 運 用 収 入 ２９ 1. 基 金 積 立 金 ２８，５３４

7. 繰 入 金 ４２６，４００ 7. 諸 支 出 金 ２，０００

1. 他 会 計 繰 入 金 ４２６，４００ 1. 諸 費 ２，０００

8. 繰 越 金 １，０００ 8. 予 備 費 ３００

1. 繰 越 金 １，０００ 1. 予 備 費 ３００

9. 諸 収 入 １８，５７０

1. 雑 入 １８，４７０

2. 延 滞 金 、 加 算 １００

金 及 び 過 料

歳      入      合      計 ２，６３８，０００ 歳      出      合      計 ２，６３８，０００



５．平成１９年度香芝市下水道事業特別会計予算

（総則）

第１条 平成１９年度香芝市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７７５，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、 ｢第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 ｢第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００，０００

千円と定める。



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 使 用料及 び手 数料 ４３６，０２０ 1. 下 水 道 事 業 費 １，０２８，２３７

1. 使 用 料 ４３５，８２０ 1. 下 水 道 建 設 費 １，０２８，２３７

2. 手 数 料 ２００ 2. 公 債 費 ７４３，７６３

2. 国 庫 支 出 金 １７８，５００ 1. 公 債 費 ７４３，７６３

1. 国 庫 補 助 金 １７８，５００ 3. 予 備 費 ３，０００

3. 繰 入 金 ４７１，９００ 1. 予 備 費 ３，０００

1. 他 会 計 繰 入 金 ４７１，９００

4. 繰 越 金 ２，０００

1. 繰 越 金 ２，０００

5. 諸 収 入 ９３，０８０

1. 雑 入 ２２，４００

2. 受 託 事 業 収 入 ７０，６８０

6. 市 債 ５９３，５００

1. 市 債 ５９３，５００

歳      入      合      計 １，７７５，０００ 歳      出      合      計 １，７７５，０００



第 ２ 表 債 務 負 担 行 為
（単位  千円）

事 項 期 間 限 度 額

香 芝 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資
あっせんに係る取扱金融機関に
対 す る 債 務 の 損 失 補 償

平成１８年度から償還期間満了
まで

  水洗便所改造者が取扱金融機関より、借り入れる改造資金に対
して香芝市が行う元金・利子及び延滞利息相当額

第 ３ 表 地 方 債
（単位  千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 共 下 水 道 事 業 ３８８,４００ 
普通貸借   ５．０％以内（ただし、利率   政府資金についてはその融資条件により、

又    は 見直し方式で借り入れる政府資 銀行その他の場合にはその債権者と協定する

流 域 下 水 道 事 業 １１,７００ 
証券発行 金及び公営企業金融公庫資金に ものとする。ただし、市財政の都合により据

ついて、利率の見直しを行った 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還

資 本 費 平 準 化 １２３,９００ 
後においては、当該見直し後の 若しくは低利に借換えすることができる。

利率）

合 計 ５２４,０００ 



６．平成１９年度香芝市土地取得特別会計予算

（総則）

第１条 平成１９年度香芝市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３２，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 財 産 収 入 １６２，１２８ 1. 諸 支 出 金 ７８，７０４

1. 財 産 売 払 収 入 １６２，１２８ 1. 財 産 取 得 費 ７８，７０４

2. 繰 入 金 ９７，４５０ 2. 都市開発資金事業費 １５５，８４７

1. 他 会 計 繰 入 金 ９７，４５０ 1. 都市開発資金事業費 １５５，８４７

3. 繰 越 金 ７２，４００ 3. 公 債 費 ９７，４４９

1. 繰 越 金 ７２，４００ 1. 公 債 費 ９７，４４９

4. 諸 収 入 ２２

1. 市 預 金 利 子 ２２

歳      入      合      計 ３３２，０００ 歳      出      合      計 ３３２，０００



７．平成１９年度香芝市財産区財産特別会計予算

（総則）

第１条 平成１９年度香芝市財産区財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 財 産 収 入 １０，２６７ 1. 地 元 公 共 事 業 費 １９，０００

1. 財 産 売 払 収 入 １，２００ 1. 地 元 公 共 事 業 費 １９，０００

2. 財 産 運 用 収 入 ９，０６７

2. 繰 入 金 ８，７３３

1. 基 金 繰 入 金 ８，７３３

歳      入      合      計 １９，０００ 歳      出      合      計 １９，０００


	１．平成１９年度香芝市一般会計予算
	第１表　歳入歳出予算
	第２表　債務負担行為
	第３表　地方債

	２．平成１９年度香芝市国民健康保険特別会計予算
	第１表　歳入歳出予算

	３．平成１９年度香芝市老人保健特別会計予算
	第１表　歳入歳出予算

	４．平成１９年度香芝市介護保険特別会計予算
	第１表　歳入歳出予算

	５．平成１９年度香芝市下水道事業特別会計予算
	第１表　歳入歳出予算

	６．平成１９年度香芝市土地取得特別会計予算
	第１表　歳入歳出予算

	７．平成１９年度香芝市財産区財産特別会計予算
	第１表　歳入歳出予算




